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１．中間報告時の到達点と課題   課題検討フロー 

平成26年7月の中間報告では、検討課題とした「無線設備の信頼性の把握」と「無線局の
運用状況・管理状況の把握」に関する検討過程を報告した。 
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１．中間報告時の到達点と課題  （中間報告時点の無線局の管理運用状況の概要） 

 無線機器の信頼性：各社最大5年程度、定期検査および通常運航時の不具合データ調査
を調査。結果、現状は、無視できない程の不具合があること明確 

 無線局の運用・管理状況： 会社間で体制に差異はあるが、信頼性との関係は不明確 
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１．中間報告時の到達点と課題  （まとめ） 

国の検査があったとしても無視できない件数の不具合があり、引き続き無線
局のチェック及び不具合低減の取組みが必要 

各社体制と信頼性には明確な関係は無く、自社での無線局の管理の強化（改善）が必要 

継続的な信頼性向上と自社での無線局の管理体制充実を検討する 

現時点での定期検査周期の延長は困難。連続式耐空証明に代わる無線局
の管理要件を検討する 

【要約】 
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２．中間報告以降の検討状況 
２－１． 定期検査における不具合の低減(信頼性向上）に関する取組み 

 各社で、中間報告時の不具合頻度の高い無線機器について、信頼性向上の対策を講じた。 
  以下に、代表的な取組み事例を3例紹介する。 
【概要】 

不具合低減の取組概要 成果 
Ａ社 不具合頻度によるカテゴリー分けを行い中

間報告時に信頼性が低い機器の不具合
低減に向けた取組を集中して実施。 

2008～2013年度での定期検査時における  
不具合発生率９２%（101/110台）を、2014年度に
は、８５%（9/14台）となった。不具合の事例を 
整備 ノウハウに蓄積。 

Ｂ社 分析対象品目の優先度付け及び優先度
の評価から、信頼性が低い機器の不具合
改善に取り組み、2008年度から徐々に不
具合が増加していた原因を特定。 

メーカーに改善を要請し、機器の改修を開始 
した2014年度の不具合発生率７４％を、2015年
度第1四半期には２３％まで低減。 

Ｃ社 定期検査で発見された不具合の原因を
メーカーとともに特定。 

現在、メーカーにおいて改修型の機器を設計
中。 

【総論】 
 中間報告以降、各社の不具合の低減に向けた取組は一定の効果を得ている。 
 ただし、それだけでは、不具合低減を担保できているとは言い難いため、一層の無線

機器の信頼性向上につながる仕組みが必要。 

4 



•多くの航空機局の定期検査は、一定の条件のもと、３年ごとに実施。ただし、検査のタイミ
ング以外で確認の義務はない。 

•信頼性を向上させ安全性を常に維持するには、恒常的に予防的整備が望ましい。 

２．中間報告以降の検討状況 
２－２． 無線機器の信頼性向上につながる仕組みの検討 

PDCAサイクルなどの品質マネジメント・システムによる 

「自立した予防整備・管理の仕組み」の導入 

 従来の無線局検査制度の１つまたはそれに代わるものとして、予防的整備に関する「実

施計画」、「実施方法」、実施に対する「改善手法」、それらを管理・実施する「組織・ 体制」

など予防的整備・管理体制を構築して、恒常的に無線機器の適合性確認を行うスキーム

を導入する。また、その実施状況は、定期的に国の監査や報告なども実施する。 

（参考） 

 検討の背景として、既に、航空機の機体やエンジンの構造・システムの安全性・信頼性を確保するための整備の仕

組みについては、国際民間航空機関(ICAO)のシカゴ条約第6付属書などにおいて国際標準化がされており、加盟

各国はこれを準拠に各国の航空法を制定し、更に、事業者はこの法律に従って安全性や信頼性を確保する体制を

維持管理していることが挙げられる。 
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２．中間報告以降の検討状況 
２－２． 無線機器の信頼性向上につながる管理体制に関する検討状況 

 現状のスキーム 

新たな制度「自立した予防整備・管理の仕組み」のイメージ 

航空事業者（免許人） 

予防整備の計画 

改善手法 予防整備を実施 

整備結果の管理・評価 

体制（組織・人材等） 

適合性 
確認 

認可 

監査 

監督下で
委託も可 

総
務
省 

検査 
通知 

登
録
点
検
事
業
者
（自
社
・外
部
） 

指示/依頼 

点検
実施 

報告書 

航
空
事
業
者
（免
許
人
） 

提出 

検査 
判定 

 新たな追加スキーム 

PDCA 
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２．中間報告以降の検討状況 
２－２． 無線機器の信頼性向上につながる管理体制の適合条件等 

 新たなスキームに必要と考えられる適合要件 

 体制（組織）：組織図、業務分担、責任と権限 

  整備する組織体制とその責任分担の明確化 

 体制（人材・資格）：人員配置、人員の要件と資格、訓練・教育などの環境 

  整備する人材の能力評価（資格等）と能力維持のための取り組み 

 規格に対する整備と手順：整備対象の要件と抽出、整備手順、点検（検査）の確認方法、
品質管理・評価・改善方法 

  整備方法（マニュアル）、適正な点検方法、不具合があった場合原因究明と対策方法 

 整備施設・設備：作業に必要な施設、作業場環境、測定試験装置、測定後の保管環境 

  整備に必要となる施設、設備、機材（測定器等）と機器の保管など環境条件 

 ただし、組織（体制）の監督により、自社が実施すると同等な上記条件や環境での委託
の取扱いは検討課題 

  国に対する定期的な報告、監査など事後監督 

自立した信頼性や体制維持を前提とするため、定期的（例えば1年ごと）に国に状況報告

や監査（あるいは直接の検査）等、適切な業務の遂行を確認 

 
 なお、新たなスキームが困難な航空機の場合には、現行（１年ごと）の定期検査を継続する 
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新たなスキームに必要な要件 ＩＣＡＯによる規定（抜粋） 航空法施行規則（抜粋） 

体制 （組織） 組織図 
業務分担 
責任と権限 

責任者の指名、必要な人員の
確保（Annex6-8.7.6） 

業務を実施する組織が適切
に業務分担でき、責任と権限
が明確化していること（第35条
2号） 

（人材） 人員配置（※） 
人員の要件と資格（※） 
訓練・教育 

適切な人員配置、人員資格要
件、人員の教育訓練の実施
（Annex6-8.7.6） 

組織体制に基づく適切な人
員配置、人員資格要件、品質
管理における教育訓練制度
（第35条3号～4,6号） 

整備手順 
（実施方法） 

整備対象の要件と抽出 
整備手順 
点検方法（※） 
品質管理・評価・改善方法 

ICAO Annex6第8章の関連要
件を満たす整備手順及びその
手順の適合性を監視する品質
保証制度の確立（Annex6-
8.7.4） 

作業の実施方法が適切か
（35条5号） 
品質管理については工程管
理、業務実施組織でない者
による監査（35条6号） 

施設・設備 
（環境） 

作業場環境 
測定試験装置（※） 
測定後の機器保管環境 

業務に必要な施設及び作業
環境、業務に必要な技術デー
タ、計器等を具備、部品の保
管環境（Annex6-8.7.5） 

業務に必要な設備、広さと温
湿度調整を備えた設備、部品
等保管設備（35条1号） 
施設維持管理制度、部品等
管理制度の設定（35条6号） 

※ 登録点検事業者制度で同様な要求条件がある。 
   人員配置→人数、資格→無線従事者資格、点検方法→測定手順等、測定試験装置→測定器管理 
    

２．中間報告以降の検討状況 
２－２． （参考）想定されるスキームの適合条件等 比較対象表 
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２．中間報告以降の検討状況 
２－２．想定されるスキームの体制要件の構成（案）① 
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新たなスキームに必要な要件 航空法における要件 

体制 組織 ●組織図 
  業務を遂行するための、業務分担・責任/権限等を明示した一覧 
  （例） 
   ○最高責任者 
    |- ○点検・検査を実施する部門 
    |- ○業務従事者の訓練を実施する部門 
    |- ○計測器精度を管理する部門 
    |- ○人員の資格審査を実施する部門       等 
   
●業務分担 
 業務が過不足無く、組織内で分担ができているか。 
 
●責任と権限 
  適切な自主管理体制構築のため、以下の観点で各員（部門）の責任と権限を明確化 
   ○電波法に基づく点検基準を設定 
   ○当該基準の順守 
   ○基準順守の監査 
 
●人員配置 
   ○業務を遂行するために必要な人員（有資格者を含む）配置 
       （参照）登録検査等事業者等規則第２条２項 
 
●人員の要件と資格 
   ○実務経験や年齢等 
   ○資格（国家資格や学歴など）） 
       （参照）登録検査等事業者等規則第２条２項  
 
●訓練・教育 
   ○上記人員の養成 
   ○資格取得後の技量維持のための訓練及び教育 

 組織 
（航空法施行規則第35条
第2号）  
 
 
 
 
 
 
 
 
業務の範囲（同規則第33
条第1項）  
認定の限定（同規則第33
条第2項）  
 認定を受けた者の責務 
（同規則第39条の3）  
 
 
 
 
 
人員 
（同規則第35条第3号）  
 
 
 
確認主任者の基準 
（同規則第35条第4号）  

 
 

 
 
 品質管理制度 
（同規則第35条第6号）  

人材 



２．中間報告以降の検討状況 
２－２．想定されるスキームの体制要件の構成（案）② 
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整備手順 
（実施方法） 

●整備対象の要件と抽出 
  ○整備対象となる無線機器（無線電話、機上ＤＭＥ、電波高度計等）ごとに、 
    適正な状態を要件化 
 
●整備手順 
  ○メーカーマニュアルに従い、対象無線機に必要な整備内容を把握し、 
    必要な手順を設定 
 
●点検方法 
  整備された無線機に対する点検項目並びに点検の具体的実施手順の設定 
  （項目例） 
   ○電気的特性（周波数、スプリアス発射強度等） 
   ○総合試験（正常に動作するか総合的に確認） 
  （参照）登録検査等事業者等規則 第２０条及び関係告示 
 
●品質管理・評価・改善方法 
  ○PDCAサイクルによる品質管理 
   ①点検及び通常使用時の不具合内容を把握 
   ②統計手法等を用いて信頼性分析 
   ③信頼性低下傾向を示す無線機について整備等での対策を実施 
   ④対策実施後、状況をモニターし、追加対策の要否検討 
  
●作業場環境 
  ○点検を行う作業場が、点検用設備・点検を受ける無線機・点検員にとって、 
    適切な環境（温度・湿度・照明・面積）を備えていること。 
 
●測定試験装置 
  ○点検に使用する計測装置の較正を定期的に実施し、精度の維持管理を行う。 
 
 
●測定後の測定器保管環境 
  ○計測器の精度維持を確保するための、保管環境（温度・湿度・塵埃）の確保 

業務の範囲 
（同規則第33条第1項）  
 

 
 
 

作業の実施方法 
（同規則第35条第5号）  
 
 
 
同上 
 
 
 
 
 
 
品質管理制度 
（同規則第35条第6号）  
整備規程 
（同規則第２１４条２項） 
   
 
 
 
 
施設 
（同規則第35条第1号） 
 
 
品質管理制度 
（同規則第35条第6号） 
 
 

 
施設 
（同規則第35条第1号） 

施設・設備 
(環境） 
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（参考）中間報告以降の検討状況 
定期検査における不具合の低減(信頼性向上）に関する取組み状況 A社① 
 各社で、中間報告時の不具合頻度の高い無線機器について、信頼性向上の対策を講じた。 
  以下に、代表的な取組み事例を3例紹介する。 
 

 Ａ社の取組み事例 

(1) 不具合頻度によるカテゴリー分け 

定期検査 

不具合多い 不具合少ない 

 
 
 
 
 
 

通常運航 

 
 
 

MTBF低 

カテゴリー １ 
 
 現時点で、該当なし。 
  

カテゴリー ３ 
 

 VHF無線電話 
    VHF700 

 
 
 

MTBF高 

カテゴリー ２ 
 

 電波高度計  
        860F-4, LRA900 

カテゴリー ４ 
 信頼性は低くないものの、故障

時の就航率に影響 
 気象レーダーWRT2100 
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（参考）中間報告以降の検討状況 
定期検査における不具合の低減(信頼性向上）に関する取組み状況 A社② 
(1) カテゴリー２ （定期検査の信頼性が低い） 電波高度計 860F-4の事例概要 
 
 電波高度計860F-4は、ボーイング737-500型機に使われている比較的古い（導入後30年以上）型式。アナログ素子を

中心に使用した機器であり、素子の経年劣化が進行している。 
 定期検査では、周波数ずれや出力ずれが頻繁に発生していた。 
  2008～2013年度の定期検査110台のうち、101台、92%にこれらのずれが発生。 
  （但し、通常運航中の不具合としては顕在化していない） 
 自社で無線機器の整備体制を持っているため、これらの「ずれ」を低減する調整方法を検討し、基準の中央値への調

整を行うことを考案。また、調整用素子の劣化が進んでいるものは積極的に交換することとし、自社整備ノウハウとし
て蓄積。 

 結果、改善が見受けられ、全ユニットへの対策が完了した際には、大幅な不具合低減が期待できる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         調整用ダイオード  
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（参考）中間報告以降の検討状況 
定期検査における不具合の低減(信頼性向上）に関する取組み状況 A社③ 
(2) カテゴリー２ （定期検査の信頼性が低い） 電波高度計860F-4の改善事例 パレート分析 

       2008-13年度 定期検査時の不具合    2014年度 対応開始後の不具合 

 
  不具合率 92%                                    不具合率 85% 
   (101/110 台)                                     ( 9/14 台) 
   
  原因：                                         原因： 
   周波数ずれ                                        周波数ずれ 
   出力ずれ 
 
  故障個所パレート 
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（参考）中間報告以降の検討状況 
定期検査における不具合の低減(信頼性向上）に関する取組み状況 B社① 
 Ｂ社の取組み事例 
 
(1) 分析対象品目の優先度付け 

 
(2)  優先度付けの総合評価 



5 

（参考）中間報告以降の検討状況 
定期検査における不具合の低減(信頼性向上）に関する取組み状況 B社② 
(2) カテゴリー１ （通常運航時・定期検査共に信頼性が低い） ACAS TTR-921の事例概要 
 
 航空機衝突防止装置 TTR-921は、定期検査においては、受信感度が低い不具合が多く発見されている。 
    2008.10～2013.9の間、年平均45台を検査し、不具合は20台に発生。不具合率は43.95% 
    （但し、その場合も、通常運航時には、不具合は顕在化していない） 
 また、通常運航時の信頼性も、類似型式と比べて低位にある。 
 このため、メーカーに改善に向けた技術対策を要請・協議し、改修の技術通報の発行につながり、2014年度から改修

を開始した。次回検査周期までに全数改修が完了すると、大幅な信頼性改善が期待できる。 
 
  定期検査での故障モード         故障部位                 不具合推移(2008-2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
故障原因： 
 受信感度が低い  94.9% 
 送信電力が低い   4.1%    故障部位： トランジスタ 73.3% 
                             ＩＣ       10.5% 

2008年から徐々に不具合が増加 
改修を開始した2014年度から低減 
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（参考）中間報告以降の検討状況 
定期検査における不具合の低減(信頼性向上）に関する取組み状況 C社① 
 Ｃ社の取組み事例  電波高度計ALA-52B 定期検査の不具合対応事例  
(1) 定期検査で発見された不具合  （不具合数が少ないためパレート図は省略） 



7 

（参考）中間報告以降の検討状況 
定期検査における不具合の低減(信頼性向上）に関する取組み状況 C社② 
 電波高度計 ALA-52B 送信出力逸脱への対応 
  ・不具合は、旧設計のRF ASSY部品（部品番号 -0232）のみで発生。メーカーでは、既に、改 
   修型を開発し、新造機には改修型が搭載されている。 
  ・改修型への換装を行うことで不具合低減が期待できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 固定式ELT（非常用救命無線機） KANNAD 406Fの送信出力逸脱への対応 
  ・不具合原因をメーカーとともに行い、アンテナの影響を把握。メーカーで設計変更中であ 
   り、開発後、改修を行う予定。 
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